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第２章 県管理道路の整備 
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 「道路事業計画」では、県管理道路における、道路改良事業（車道の拡幅を伴

う道路改良事業）の現状や見込みについて、『事業実施箇所』、『事業実施検討箇所』

として整理し、公表します。 

２．２ 県管理道路の整備方針に基づく「道路事業計画」の策定・公表 

（１）「道路事業計画」の目的 

公共事業予算の削減や個別補助金の一括交付金化、直轄国道の県への移管の議

論など、道路をとりまく情勢は不透明です。 

また、効果的で効率的な道路整備を進め、道路整備に対する県民の理解を深め

ていくためには、より透明性を確保することが重要です。 

このため、「道路事業計画」として、県民のニーズや社会情勢を的確に反映す

るため、３年間の事業計画を策定し、毎年度、更新し公表します。 

（２）「道路事業計画」の内容 

県管理道路の整備方針に基づき、各地域における今後の県管理道路の整備の方向を

具体化するため「道路事業計画」を策定・公表します。 
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